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■
５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で

は
憲
法
週
間
で
す 
（
総
務
課
）

　

５
月
３
日
の
憲
法
記
念
日
を
中
心

に
５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
１
週

間
を
憲
法
週
間
と
し
、
関
係
機
関
で

は
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
に
努

め
て
い
ま
す
。

　

基
本
的
人
権
の
尊
重
は
日
本
国
憲

法
の
重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
す

べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社

会
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

憲
法
週
間
に
当
た
り
、
身
近
で
起

こ
る
差
別
や
偏
見
に
つ
い
て
一
人
一

人
が
考
え
、
人
権
尊
重
の
意
識
を
高

め
、
豊
か
な
人
間
関
係
を
つ
く
り
ま

し
ょ
う
。

　

人
権
問
題
で
お
困
り
の
と
き
は
、

最
寄
り
の
法
務
局
の
人
権
相
談
所
又

は
人
権
擁
護
委
員
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

・
育
て
よ
う
一
人
一
人
の
人
権
意
識

・
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

・
男
女
共
同
参
画
社
会
を
実
現
し
よ

う・
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育
て

よ
う

・
国
際
化
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権

意
識
を
育
て
よ
う

○
お
問
い
合
わ
せ

　

水
戸
地
方
法
務
局

　

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
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■
軽
自
動
車
税
は
納
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う 
（
税
務
課
）

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
納

期
限
（
5
月　

日�
）
ま
で
に
納
付

３１

し
て
く
だ
さ
い
。
納
付
後
は
納
税
証

明
書
を
車
検
証
と
一
緒
に
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
が
所
有
す

る
軽
自
動
車
、
ま
た
は
心
身
に
障
害

の
あ
る
方
と
生
計
を
一
緒
に
し
て
い

る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
で
、
一

定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
納

期
限
（
5
月　

日�
）
ま
で
に
申
請

３１

す
る
こ
と
に
よ
り
軽
自
動
車
税
が
減

免
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
自
動
車
税
の
減
免
を
申
請

さ
れ
て
い
る
方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
減
免
申
請
の
際
持
参
す
る
も
の

　

障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許
証
、
納

税
通
知
書
、
印
鑑

※
減
免
申
請
書
は
、
税
務
課
に
用
意

し
て
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
（
内
線
２
５
３
）

■
自
動
車
税
は
納
期
限
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う 
（
税
務
課
）

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1
日
現

在
の
所
有
者
（
所
有
権
留
保
自
動
車

は
所
有
者
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
納

税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
納
期

限
（
5
月　

日�
）
ま
で
に
納
付
し

３１

て
く
だ
さ
い
。
納
付
後
は
納
税
証
明

書
を
車
検
証
と
一
緒
に
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
が
所
有
す

る
自
動
車
、
ま
た
は
心
身
に
障
害
の

あ
る
方
と
生
計
を
一
緒
に
し
て
い
る

方
が
所
有
す
る
自
動
車
で
、
一
定
の

条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
納
期
限

（
5
月　

日�
）ま
で
に
申
請
す
る
こ

３１

と
に
よ
り
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
次
の
と
お
り
土
曜
日
及
び

日
曜
日
に
境
県
税
事
務
所
に
納
税
の

た
め
の
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で
、

平
日
に
納
税
で
き
な
い
方
は
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

○
窓
口
開
設
日
時　

5
月　

日�
２７

　
　
　
　
　
　
　
　

5
月　

日�
２８

　

午
前
8
時　

分
か
ら

３０

　

午
後
5
時
ま
で

○
お
問
い
合
わ
せ

　

境
県
税
事
務
所 
総
務
課

　
�
　

１
１
２
０ 
㈹

（８７）

■
平
成　

年
度
町
県
民
税
に

１８

つ
い
て 

（
税
務
課
）

　

平
成　

年
度
の
町
県
民
税
（
住
民

１８

税
）
は
、
平
成　

年
中
の
収
入
を
基

１７

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

特
別
徴
収
（
給
与
天
引
）
の
方
は
、

５
月
中
旬
に
、
普
通
徴
収
（
自
分
で

納
付
）
の
方
は
、
６
月
中
旬
に
納
付

書
を
発
送
い
た
し
ま
す
。

今
年
度
よ
り
変
わ
り
ま
す

①
老
年
者
控
除
の
廃
止　

老
年
者
控

除
（　

万
円
）
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

４８

②　

歳
以
上
の
非
課
税
措
置
廃
止

６５

　

歳
以
上
の
方
で
、
前
年
の
合
計
所

６５得
が
1
2
5
万
円
以
下
の
方
に
対
す

る
非
課
税
措
置
が
廃
止
と
な
り
ま
し

た
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
１
月
１
日
に

１７

お
い
て
、　

歳
以
上
の
方
は
経
過
措

６５

置
に
よ
る
減
額
制
度
が
あ
り
ま
す
。

③
定
率
減
税
の
縮
小　

昨
年
度
ま
で

　

％
（
上
限
４
万
円
）
で
し
た
が
、

１５今
年
度
は
7
・
5
％
（
上
限
２
万
円
）

に
な
り
ま
し
た
。

④
妻
の
均
等
割
非
課
税
措
置
廃
止

昨
年
度
は
、
納
税
義
務
を
負
う
夫
と

生
計
を
一
に
す
る
妻
の
均
等
割
が
２

分
の
１
（
2
、
0
0
0
円
）
課
税
で

し
た
が
、
今
年
度
よ
り
全
額
（
4
、

0
0
0
円
）
課
税
さ
れ
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
（
内
線
２
５
１
）

■
平
成　

年
度
巡
回
相
談
に

１８

つ
い
て 

（
福
祉
課
）

　

耳
の
不
自
由
な
方
へ
の
補
聴
器
相

談
や
足
の
不
自
由
な
方
へ
の
義
肢
相

談
を
開
催
し
ま
す
。

○
開
催
予
定
日

　

6
月　

日�
　

8
月　

日�

１５

１７

　
　

月　

日�
　
　

月　

日�

１０

１９

１２

２１

　

平
成　

年
2
月　

日�

１９

１５

○
場
所

　

境
町
役
場　

４
階　

会
議
室

○
時
間

　

午
後
1
時　

分
か
ら
3
時
ま
で

３０

○
業
者

　
【
補
聴
器
相
談
】

　

茨
城
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
㈱

　

大
山
電
機
㈱

　
【
義
肢
相
談
】

　

茨
城
義
研
工
業
㈱

○
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
（
内
線
２
３
７
）
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�　町役場の代表電話は�（84）１１１１です　�

おかげさまで７周年

初回体験 2,500円 ５月末まで
時間：９：00～６：00
休日：水曜・第２日曜

詳しくはお気軽に
ご連絡下さい

�0280-84-3348

◇頭蓋骨・背骨・骨盤の調整
　大腰筋の調整・内臓機能の強化

◇つらい症状の改善
頭痛、肩こり、腰痛、関節痛
めまい、耳鳴り、不眠、冷え性
自律神経失調症、更年期障害など

つらい症状は、早めの治療で
楽になりましょう！

アオキ気功整体
五霞町小福田789-7

自己治癒力
を高める




